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食品の安全安心を守るための法律である「食品衛生法」が２０１８年６月に大幅に改正されましたが、 

その改正の中で、本年（２０２１年）６月より、HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理が完全制度化 

されることで、食品を扱う全ての事業者は対応が必須となります。 

そこで、本セミナーでは、HACCP（ハサップ）に関する具体的な内容や、取扱事業者が取り組むべき対応策等 

について理解し、実践に繋げるための詳細についてご説明いたします！！ 

問合せ・申込先 

事業者名  ＴＥＬ  

所 在 地  ＦＡＸ  

受講者氏名 
 

受講場所 
下記、希望する場所の□にレ印を付けて下さい。 

□敦賀商工会館内  □自社内（オンライン）  

メールアドレス 自社内で視聴される方は必ずご記入下さい →  

日 時 令和３年２月１５日（月）１４時～１５時３０分 

 ※切り取らずに FAX してください。 

場 所 

敦賀商工会議所 中小企業相談所 川端・佐本  TEL：0770-22⁻2611 FAX：0770-24-1311 

E-mail：tcci_soudan@tsuruga.or.jp 

なお、当日会場に来られない場合、Zoom を利用して自社内で視聴も可能です。 

主催：敦賀商工会議所 水産・食料品部会 

●講師プロフィール● 

食品経営支援協議会の代表理事を務める。毎年

２００件を超える企業支援を東京商工会議所の

コーディネーターとして実施、また、企業研修

として産業能率大学講師も務める。さらに日本

商工会議所消費税転嫁対策窓口等事業ワーキン

ググループメンバーでもあり、日々中小企業の

支援を現場で行っている。 

２．改正された理由について 

 

セミナー内容 講 師 

 
無 料 
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（一社）食品経営支援協議会 

敦賀商工会館 ６階ホール （講師は東京在住の為、Ｚｏｏｍを活用して 

スクリーンに投影し、説明を行います。） 

受講料 

１．押さえておきたい改正食品衛生法について 
代表理事 秋島 一雄 氏 

３．世界的な食品安全の流れについて 

 

５．HACCP は何から始めたら良いのか？ 等 

 

４．具体的な HACCP 義務化の内容について 

 

２０２１年６月より対応が必須となります！ 


